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国土交通省砂防部長より新年のご挨拶 

 
（一社）全国治水砂防協会の会員の皆様におかれましては、昨年中は砂防行政の推進にあたり

多大なお力添えを頂きまして、誠にありがとうございました。本年も、昨年に引き続き宜しくお

願い申し上げます。 
また昨年は、元日から北陸地方において大規模な地震が発生し、能登半島を中心として多大な

被害が発生しました。さらに 9 月にも、まさにその能登半島を、観測史上初を記録する激甚な

豪雨が襲い、連続して被害が発生しております。改めまして、お亡くなりになられた方のご冥福

をお祈りするとともに、被害を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げます。 
 
今後、類似の地震災害が発生した場合の参考として、この能登半島地震の後の 1 年間を振り

返り、国土交通省がどのような土砂災害対策を実施してきたかを簡単に御紹介させて頂きます。 
地震による土砂災害につきましては、まずどこでどのような斜面崩壊が発生しているかの把

握が第一歩となります。そのために、発災直後から人工衛星の画像解析、次にヘリコプターによ

る上空からの確認、さらにドローンを用いた調査、最後にTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

が崩壊箇所へ直接現地調査に入り、情報の把握を行いました。土砂崩落により河道閉塞（天然ダ

ム）が発生していた箇所については監視カメラを設置して、その映像を市町村役場でも見られる

ような対応もとっています。 
その後、能登半島北側の幹線道路である国道 249 号沿いの地すべり対策 7 箇所（うち 3 箇所

は石川県が実施する対策を国が権限代行するもの）と、輪島市内の河原田川で 2 箇所、町野川

で 2 箇所の計 4 箇所の河道閉塞対策、以上あわせて 11 か所を国の直轄砂防関係事業で実施する

事となりました。これら事業を実施するための国交省の新規事務所も発災から約一月半後（令和

6 年 2 月 16 日）に設置しております。さらに、9 月の能登半島豪雨により被害のあった、輪島

市内の塚田川においても直轄砂防事業を 1 箇所追加して実施する事になりました。 
令和 6 年に発生した土砂災害は、合計で 1,419 件であり、そのうちで能登半島地震を中心と

した石川県内の被害が 696 件でした（件数はいずれも R6.11.30 時点整理）。全国合計値は、こ

こ 10 年の毎年の土砂災害発生件数とほぼ同数であるものの、その半数が一か所（能登半島）に

集中しているという点で、非常に特異な年でありました。 
 
そんな中で、昨年 11 月 29 日には令和 6 年度補正予算が成立し、さらに 12 月 27 日には、令

和 7 年度予算の政府原案が閣議決定され、土砂災害対策を含めた水管理・国土保全局予算につ

きましては、いずれも対前年を上回る規模の予算を確保する事ができました。これも一重に会員

の皆様方の御支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。また、令和 7 年度向けの新規制度

要求として、砂防堰堤が土石流を捕捉して埋塞した場合に、それを災害復旧事業費により除石で

きる制度も認められました。これにより、既設砂防堰堤の機能の発揮が、より確実に実施される

事が期待されるところです。 
 
末筆ではありますが、令和 7 年が会員の皆様方にとりまして実り多き年になりますことを心

より祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせて頂きます。 
 

令和 7 年 1 月 国土交通省砂防部長 草野愼一 
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（一社）全国治水砂防協会理事長 新年の挨拶 

  
会員の皆様へ 
 
新年あけましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。 
 
さて、今年は乙巳（きのとみ）にあたり、変化、進化が進む年とされております。もと

より巳年は「蛇」の年であり、砂防で「蛇」と言えば、土石流などの形態で土砂が移動す

る様を指します。今年は砂防の年と言えるのかもしれません。砂防事業がさらに進化す

る躍進の年になるように祈念いたしております。 
 
既報のように、昨年末 12 月 27 日に来年度予算案が閣議決定されました。砂防関係も

しっかりと必要な予算を確保していただいております。また、新たな制度創設もあり、

非常に成果があったと感じております。詳しくは砂防部からいただいた添付資料をご覧

いただければと思いますが、砂防堰堤の除石を、一定条件のもとではありますが、災害

復旧事業の枠組みの中で対応出来ることになります。長年の関係者の念願が叶った思い

がします。その他にも「直轄特定緊急地すべり対策事業」が創設されたことも大きな成

果だと思います。砂防部の皆様のご努力のおかげですが、地域の声をしっかりと関係機

関に届けていただいた当協会会員の皆様のお力添えも極めて効果があったものと思いま

す。この誌面を借りまして、改めて御礼を申し上げます。 
 
昨年を振り返りますと、1 月 1 日に発生した能登半島地震により、土砂災害 456 件と

いう大きな被害がありました。それに加え、9 月 20 日からの記録的豪雨で複合災害が生

じ、土砂災害 272 件がさらに発生するという悲惨な出来事がありました。被災した地域

の皆様に衷心よりお見舞いを申し上げたいと思います。残念なことに、今後も土砂災害

発生が想定される我が国ですが、災害に備えるためにも、今年は「国土強靱化実施中期

計画」を早期に作成せねばなりません。近いうちに発生するとされている南海トラフ地

震や首都直下地震等を考えますと、今できることは計画的な事前防災に他なりません。

これらを着実に実施するためには予算規模の確定と年次計画が必要であり、この中期計

画策定が急がれます。引き続き、会員の皆様のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げます。 
 
末筆になりますが、本年が皆様の地域にとって良い年でありますように心からお祈り

申しあげます。 
 

令和 7 年 1 月 15 日 
一般社団法人 全国治水砂防協会 

理事長  大野 宏之 
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